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令和６年建設市民委員会会議録  

 

１．招集年月日  令和６年８月７日（水） 

２．招集の場所  可児市役所 議会全員協議会室 

３．開   会  令和６年８月７日 午前11時08分 臨時委員長宣告 

４．審 査 事 項 

１．委員長互選について 

２．副委員長互選について 

３．閉会中の継続審査の申出について 

４．委員会審査における参考人招致について 

 

５．出席委員 （８名） 

   委 員 長  伊 藤   壽     副 委 員 長  前 川 一 平 

   委    員  伊 藤 健 二     委    員  川 上 文 浩 

   委    員  酒 井 正 司     委    員  山 田 喜 弘 

   委    員  髙 木 将 延     委    員  奥 村 新 五 

 

６．欠席委員  なし 

 

７．職務のため出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局            議 会 総 務 
書   記  今枝 明日香     課   長  佐藤 一洋        
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開会 午前11時08分  

○臨時委員長（酒井正司君） 可児市議会委員会条例第９条第２項の規定により、臨時委員長

の職務を務めさせていただきます。よろしくお願いします。 

 これより、建設市民委員会を開会いたします。発言される方は、挙手により、許可を得て

からマイクのスイッチを押して発言をお願いします。 

始めに協議題１委員長互選について議題といたします。互選を行う前に立候補又は推薦の

有無について確認をさせていただきます。立候補又は推薦された方は５分以内で所信表明演

説を行っていただき、その後投票若しくは指名推選の方法で互選を行います。 

それではまず、建設市民委員会の委員長に立候補される方又は推薦される方はお見えでし

ょうか。はい、髙木委員。 

○委員（髙木将延君） 伊藤壽委員を推薦いたします。 

○臨時委員長（酒井正司君） 他にございますか。推薦が１名のみでした。それでは伊藤委員

に所信表明演説をお願いします。 

○委員（伊藤壽君） それでは所信を表明させていただきます。 

  付託案件をしっかり審査することはもとより、前期から重要事項となっている公共交通に

ついて調査研究を続けていきたいと思います。そして、調査研究で得られた結果を委員会の

意見として令和９年度からの新しい公共交通網形成計画に反映できるよう取り組んでまいり

たいと思います。それからもう一つ引継ぎ事項で申し送りました、新たに取り組む課題とし

て、環境問題。可児市の地球温暖化対策の実行計画を進めるにあたり、市民の意見を聴き、

何が課題であるかということをしっかり見定めて、その解決に向けた取り組みをしていきた

いと思います。その他重点事業についてもしっかり見ていきたいと思います。特にリニア中

央新幹線の建設については瑞浪市での水漏れが発生しております。このようなことも含め重

点事項については今後とも注視していきたいと思います。なにとぞ皆さんのご協力をお願い

し、委員会活動を進めていきたいと思います。以上です。 

○臨時委員長（酒井正司君） 伊藤委員、ありがとうございました。 

 それでは、今の伊藤委員に対して質疑のある方はお願いします。はい、川上委員。 

○委員（川上文浩君） 質疑と要望のようなものですが、この委員会は何だかんだいって、市

民生活に直結した事項を多く扱っているんです。私は予算決算委員会のメンバーではないの

でここで言わせてもらいますが、予算決算委員会の分科会でもう少し市民側に立った内容を

自由討議で練ってもらって、要求すべきものはしっかり要求してもらうことが必要だと思う。

提言が予算に反映されなければ修正するぐらいのものに持っていかないと、あまり意味がな

くなってしまうんですよ。特に予算は監査委員としても見ていますが、予算組みが最優先に

なっていて、市民が要求しているにも関わらず、予算が限られていて使いにくい補助金とか

いっぱいあるんですね。結局監査すると黒字。20億円くらいの黒字がずうっと続いてて基金

ばかり膨れ上がっていくという状況になっている。市長が言うように、ささゆりクリーンパ

ークの建て替えに約100億円かかるのは分かりますが、それは現役負担だけでなく将来負担
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の部分もあるので、それを理由にして今できないとかいうことはないようにしないと。一番

大切なのは決算審査のおりに導き出される提言を次年度予算に反映できるかということです

ので、公共交通しかり、環境問題しかり、色々なことが直結してるので、委員長には決算審

査の分科会のおりにしっかりと意見をまとめてもらって、予算に反映させてほしい。意見が

とおらなければ予算修正するくらいの気概をもって取り組んでいただきたいと思います。そ

この所どうですかね、伊藤委員。 

○臨時委員長（酒井正司君） 伊藤委員どうぞ。 

○委員（伊藤壽君） はい。それは十分委員の皆さんが決算、予算を確認していただいて、予

算決算委員会で説明を受けますので、常に疑問や関心を持ってもらって、予算決算委員会の

分科会では自由討議を活性化させていきたいですし、その中で提言、意見等あればしっかり

まとめていきたいと考えております。 

○委員（川上文浩君） 予算決算委員会分科会の自由討議では、委員長からも提案できるので、

どんどん提案していただきたい。そこから色々な意見がポロポロと出てきて大きなものにな

ることもありますし、また、一般質問は政策の種ですので、一般質問の中にこれはというも

のがあれば、所管事務の調査に付け加えていただくなど、ぜひそういった運営の仕方をして

ほしいと思います。 

○臨時委員長（酒井正司君） ということですのでよろしくお願いします。 

○委員（伊藤壽君） それにつきましても、皆様のご協力をお願いいたします。 

○臨時委員長（酒井正司君） 他に質疑はございますでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

質疑もないようですので、これで質疑を終結します。 

その他に立候補若しくは推薦される方はお見えでしょうか。 

〔「なし」の声あり〕 

それではこれより委員長の互選を行います。委員長の互選は可児市議会会議規則第126条

第５項の規定により指名推選の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

異議なしと認め委員長の互選は指名推選により行うことと決定いたしました。 

それでは臨時委員長である私から指名することにしたいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

異議なしと認め臨時委員長において指名することとします。それでは建設市民委員長に伊

藤壽委員を指名いたします。 

お諮りします。伊藤壽委員を委員長と決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

異議なしと認め、伊藤壽委員を建設市民委員長とすることに決定いたしました。それでは、
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委員長と交替させていただきます。ご協力ありがとうございました。 

○委員長（伊藤壽君） それでは建設市民委員長に選出していただきありがとうございます。

先ほど質疑にもありましたように、市民生活に直結する所管事務が多い委員会であります。 

 皆様のご協力を得て活発に進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

それでは引き続き協議題２副委員長互選についてを議題といたします。 

建設市民委員会の副委員長に立候補される方、又は推薦される方はみえますか。前川委員。 

○委員（前川一平君） 立候補いたします。 

○委員長（伊藤壽君） 他に立候補または推薦はございますか。 

〔挙手する者なし〕 

それでは立候補が１名のみでした。副委員長互選は、可児市議会会議規則第126条第５項

の規定による指名推選の方法により行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

異議なしと認め、副委員長の互選は指名推選により行うことと決定いたしました。 

それでは、委員長である私から指名することといたしたいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

異議なしと認め、委員長において指名することといたします。 

それでは、建設市民委員会副委員長に、前川一平委員を指名いたします。 

お諮りします。前川一平委員を副委員長と決定することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

異議なしと認め、前川一平委員を副委員長とすることに決定いたしました。 

それでは、就任のごあいさつをお願いします。 

○副委員長（前川一平君） ありがとうございます。この１年建設市民委員会に所属して、公

共交通のことについてとても関心があります。また、仕事でも建築に携わっているものです

から、そういったことをいかして委員長の力になれるように頑張りますのでどうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長（伊藤壽君） 続きまして、協議題３閉会中の継続審査の申し出についてを議題とい

たします。 

本委員会において、閉会中もなお継続して審査を行うため、可児市議会会議規則第111条

の規定により、議長に対して閉会中の継続審査を申し出たいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

それでは、そのようにさせていただきます。 

次に協議題４委員会審査における参考人招致についてお諮りいたします。本委員会では申

し合わせにより出資法人の経営状況の説明を受けることとなっております。この件について、

地方自治法第115条の２第２項並びに同法109条第５項に基づき参考人を招致することとした
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いと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

それではそのようにさせていただきます。 

 

以上をもちまして、本日の建設市民委員会を閉会いたします。 

閉会 午前11時23分  

 

 

 前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

    令和６年８月７日 

 

 

       可児市建設市民委員会委員長 

 


